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皆
様
い
か
が
お
す
ご
し
で
し
ょ

う
か
。
旧
年
中
は
台
風
14
号
に
よ

り
甚
大
な
被
害
を
受
け
ら
れ
た
村

民
の
皆
様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
村
と
し
ま
し

て
も
、
今
後
の
災
害
復
旧
や
防
災

活
動
に
全
力
を
あ
げ
て
ま
い
り
ま

す
。

　

さ
て
今
年
は
、
年
金
改
革
に
つ

づ
き
医
療
改
革
そ
し
て
税
制
改
革

な
ど
個
人
生
活
に
直
結
す
る
制
度

改
革
が
予
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
当

村
の
行
政
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
る
国
か
ら
の
補
助
金
や
地
方
交

付
税
交
付
金
の
削
減
問
題
が
一
応

の
決
着
を
み
ま
し
た
。
私
の
予
想

す
る
と
こ
ろ
で
は
、
平
成
11
年
度

に
18
億
８
千
万
円
あ
っ
た
地
方
交

付
税
交
付
金
が
平
成
22
年
度
ご
ろ

に
は
約
13
億
円
程
度
に
削
減
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
補
助
金
削
減
分
が
新
た

な
地
方
交
付
税
化
や
税
源
移
譲
さ

れ
、
お
よ
そ
１
億
５
千
万
円
ほ
ど

の
歳
入
増
加
が
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
平
成
11
年
度
と
比
較
し
て
差

し
引
き
４
億
３
千
万
円
ほ
ど
の
歳

入
減
少
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
当

村
と
し
ま
し
て
は
民
間
の
有
識
者

を
中
心
と
し
て
行
財
政
改
革
の
た

め
の
協
議
を
精
力
的
に
重
ね
、
先

日
答
申
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
ご

存
知
の
と
お
り
で
す
。

　

主
な
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
第

一
に
職
員
定
数
の
削
減
で
す
。
平

成
13
年
度
に
84
名
で
あ
っ
た
定
員

が
現
在
で
は
74
名
と
な
っ
て
お

り
、
当
面
は
70
名
定
員
を
目
標
と

し
ま
す
。
さ
ら
に
は
現
在
手
が
け

て
お
り
ま
す
下
水
道
工
事
な
ど
大

規
模
公
共
工
事
が
完
成
す
る
平
成

20
年
度
以
降
に
は
、
64
名
を
目
標

と
し
ま
す
。（
一
般
論
と
し
て
住

民
100
人
あ
た
り
、
公
務
員
１
名
が

理
想
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
最
終

目
標
は
55
名
程
度
と
な
り
ま
す

が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制

を
勘
案
し
な
が
ら
慎
重
に
検
討
し

て
ま
い
り
ま
す
）

　

第
二
に
各
種
事
務
経
費
の
削
減

で
す
。
す
で
に
南
北
の
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
の
統
廃
合
も
終
え
、
さ

ら
に
役
場
庁
舎
や
総
合
体
育
館
な

ど
公
共
施
設
の
維
持
管
理
費
の
削

減
、
公
用
車
の
台
数
削
減
や
エ
コ

カ
ー
や
軽
自
動
車
の
導
入
に
よ
る

維
持
管
理
費
の
削
減
に
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。
そ
の
他
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
費
が
か

な
り
の
金
額
に
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
今
後
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す

る
場
合
に
は
、
維
持
管
理
費
が
低

減
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
検
討
す

る
と
と
も
に
、
近
隣
の
町
村
と
も

連
係
し
て
、
主
な
ソ
フ
ト
を
共
同

で
開
発
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う

か
の
検
討
も
必
要
と
な
る
で
し
ょ

う
。

　

第
三
に
各
種
事
務
手
数
料
や
施

設
利
用
料
の
見
直
し
で
す
。
こ
れ

ら
に
つ
き
ま
し
て
は
行
政
経
費
や

施
設
の
維
持
管
理
費
の
徹
底
的
な

合
理
化
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に

は
村
民
の
負
担
能
力
な
ど
を
勘
案

し
な
が
ら
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
四
に
各
種
税
金
や
保
険
料
の

徴
収
率
の
向
上
で
す
。
こ
れ
ら
に

つ
き
ま
し
て
は
村
民
の
協
力
な
く

し
て
は
達
成
で
き
な
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
す
が
、
役
場
と
し
ま
し
て

も
、
滞
納
状
況
の
正
確
な
把
握
な

ど
に
よ
り
対
策
を
検
討
し
、
徴
収

体
制
を
強
化
し
、
徴
収
率
の
向
上

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
地
道
な
努
力
を

積
み
重
ね
、
平
成
23
年
度
に
は
平

成
13
年
度
と
比
較
し
て
、
年
間
約

2
億
円
ほ
ど
の
経
費
削
減
を
目
標

と
い
た
し
ま
す
。
仮
に
町
村
が
合

併
し
た
場
合
、
ひ
と
つ
の
村
が
な

く
な
る
こ
と
に
よ
る
経
費
削
減
額

が
2
億
円
程
度
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
将
来
、
球
磨
郡
市
で
合
併

が
進
ま
な
い
場
合
で
も
、
相
良
村

が
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
村
と
し
て

生
き
残
れ
る
よ
う
な
努
力
は
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
み

な
さ
ま
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、お
知
恵
を
お
借
り
し
な
が
ら
、

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
日
本
一

の
村
づ
く
り
に
邁
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。

新
年
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

村長

矢 上 雅 義

新
年
の
ご
挨
拶
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皆
様
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
成
18
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、

相
良
村
議
会
を
代
表
し
て
謹
ん
で

新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。
年
が
明
け
、
輝
か
し
い
新
春

を
迎
え
て
こ
こ
に
皆
様
に
ご
挨
拶

で
き
る
こ
と
は
私
の
心
か
ら
の
喜

び
で
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
４
月
皆
様
方
か
ら
期
待
さ

れ
選
出
い
た
だ
き
ま
し
た
新
議
員

を
含
め
た
相
良
村
議
会
の
新
体
制

　

村
民
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ご
家
族
お
揃
い
で
、
輝
か
し
い

新
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と

と
心
か
ら
お
祝
い
と
お
慶
び
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
事
で
恐
縮
で
す
が
、

昨
年
12
月
27
日
付
け
で
相
良
村
助

役
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
、
浅
学
非
才
の
私
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
助
役
を
拝
命
し

ま
し
た
か
ら
に
は
、
村
長
の
補
佐

が
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
、議
会
の
ま
と
め
役
と
し
て
、

一
生
懸
命
頑
張
る
覚
悟
で
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

矢
上
村
長
の
再
選
挨
拶
に
あ
り

ま
し
た
と
お
り
、
新
利
水
事
業
、

川
辺
川
ダ
ム
、厳
し
い
財
政
状
況
、

合
併
問
題
等
、
大
き
な
問
題
が
山

積
し
て
お
り
、
長
の
判
断
が
迫
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
国
内
で
み
ま
す
と
少
子

高
齢
化
現
象
に
よ
る
国
民
総
人
口

の
減
少
、
三
位
一
体
改
革
に
よ
る

地
方
財
政
の
見
直
し
及
び
地
方
自

治
と
住
民
参
加
の
地
方
議
会
の
活

性
化
、
年
金
及
び
福
祉
・
介
護
保

険
へ
の
課
題
等
課
せ
ら
れ
た
問
題

が
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。
相
良
村
の役

、
女
房
役
と
し
て
、
誠
心
誠
意
、

そ
の
職
務
に
精
励
す
る
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
村
民
各
位
に
お

か
れ
ま
し
て
も
、
ど
う
か
、
こ
れ

ま
で
同
様
、
今
後
に
お
き
ま
し
て

も
、引
き
続
き
、ご
支
援
、ご
指
導
、

ご
鞭
撻
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就

任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

財
政
運
営
は
厳
し
さ
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
ま
す
が
今
後
は
行
財
政

健
全
化
計
画
並
び
に
行
政
改
革
推

進
委
員
会
か
ら
の
第
二
次
答
申
に

添
っ
て
答
申
を
厳
し
く
受
け
止
め

村
の
舵
取
り
を
誤
る
こ
と
な
く
堅

実
に
実
施
し
て
貰
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

議
会
と
致
し
ま
し
て
も
執
行
部

と
互
い
に
知
恵
を
出
し
合
い
な
が

ら
「
村
民
参
加
」
の
村
政
運
営
に

努
力
し
て
ゆ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

多
難
な
財
政
状
況
と
厳
し
い
生

活
環
境
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
村
民

皆
様
の
更
な
る
ご
支
援
、
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
し
て
年
頭
の
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

村議会議長

横 山 良 継

2006

助役

髙 田 義 弘

助役就任のご挨拶
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2006

　

平
成
18
年
の
輝
か
し
い
新
春
を

迎
え
ら
れ
た
村
民
の
皆
様
に
心
か

ら
お
よ
ろ
こ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
が
日
本

中
を
覆
い
、
人
間
と
し
て
の
倫
理

が
問
わ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。「
赤

信
号
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く
な

い
」
と
い
う
流
行
語
が
そ
の
後
も

各
業
界
で
脈
々
と
し
て
生
き
続
け

て
い
た
こ
と
を
耐
震
強
度
偽
造
が

如
実
に
物
語
っ
た
事
件
は
全
国
民

に
大
き
な
衝
げ
き
を
与
え
た
。
そ

こ
に
は
、
安
全
安
心
も
信
頼
も
な

く
、
た
だ
金
だ
け
の
世
界
し
か
存

在
し
な
い
、
本
当
に
寒
々
と
し
た

世
の
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
錯
覚
さ
え
覚
え
る
。

　

し
か
し
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か

り
で
は
な
か
っ
た
。秋
の
叙
勲
で
、

郡
市
内
７
人
中
、
我
が
相
良
村
か

ら
３
人
も
の
方
が
叙
勲
の
栄
に
欲

さ
れ
た
こ
と
は
相
良
村
に
と
っ
て

も
大
き
な
誇
り
で
あ
り
、
よ
ろ
こ

び
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
は
合
併
50
周
年
と
い
う
記

念
す
べ
き
年
に
当
た
る
。
合
併
に

よ
っ
て
村
は
強
く
、
大
き
く
飛
躍

す
る
相
良
村
を
目
ざ
す
と
い
う
の

が
村
民
の
強
い
思
い
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
50
年
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
何
千
年
も

の
前
、
先
人
が
こ
こ
相
良
の
台
地

教育長

西 浦 　 弘

時
は
流
れ
て
50
年

に
安
住
の
地
を
求
め
た
の
は
、
そ

こ
に
清
い
水
が
あ
っ
た
か
ら
で

す
。
森
羅
万
象
、
命
あ
る
も
の
に

と
っ
て
水
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
の
水
を
め
ぐ
る

問
題
が
何
十
年
来
、
最
重
要
課
題

と
し
て
推
移
し
て
い
る
こ
と
も
見

の
が
す
訳
に
も
行
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
度
重
な
る
災
害
に
も
ひ

る
む
こ
と
な
く
、
村
民
一
丸
と

な
っ
て
復
興
に
あ
た
り
、
困
難
辛

苦
を
の
り
越
え
、
新
た
な
る
飛
躍

と
発
展
を
と
げ
て
現
在
に
至
っ
て

い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ

る
。

　

一
方
、
教
育
関
係
で
も
21
世
紀

を
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
く
子
ど
も

た
ち
を
育
て
る
た
め
村
を
あ
げ
て

取
り
く
ん
で
き
た
。

　

教
育
に
か
け
る
期
待
は
大
き

く
、
学
び
舎
の
新
築
を
は
じ
め
多

大
な
る
予
算
を
駆
使
し
て
人
材
育

成
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
現
状
は
、
明
日
を
担
う
若

い
人
た
ち
が
最
近
ど
う
も
お
か
し

い
。
若
者
の
「
働
く
意
欲
」
の
低

下
は
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
り
つ

つ
あ
り
、
将
来
に
わ
た
る
若
年
人

材
の
不
足
が
強
く
懸
念
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人

材
育
成
の
危
機
に
ひ
ん
し
た
状
況

を
立
て
直
す
の
は
、
や
は
り
教
育

を
お
い
て
ほ
か
に
な
く
、
学
校
教

育
の
在
り
方
や
教
師
に
対
す
る
社

会
各
方
面
か
ら
の
要
望
や
期
待
が

高
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
学
校
教
育
だ
け
に
よ

る
個
別
対
応
で
は
、
も
は
や
根
本

的
な
解
決
は
む
ず
か
し
く
、
何
よ

り
も
社
会
全
体
の
協
力
・
連
携
が

必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　

こ
の
半
世
紀
に
築
い
て
き
た
水

と
緑
を
活
か
し
た
潤
い
の
あ
る
相

良
村
を
更
な
る
活
力
あ
る
村
づ
く

り
に
向
け
て
打
っ
て
一
丸
と
な
っ

て
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
進
む

他
は
な
か
ろ
う
。

　

い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
教

育
は
国
の
根
幹
で
あ
る
。
ど
ん
な

に
激
変
す
る
社
会
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
根
幹
は
決
し
て
揺
ら
ぐ
こ
と

こ
と
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
故
に

教
育
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
の
重
大

さ
も
、
ま
た
益
々
重
く
な
っ
て
い

く
こ
と
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

本
年
も
教
育
に
専
念
す
べ
き
責

務
を
肝
に
銘
じ
、
覚
悟
を
新
た
に

し
て
微
力
を
尽
く
し
た
い
と
存
じ

て
い
ま
す
。

　

村
民
の
皆
さ
ん
方
の
ご
指
導
と

ご
鞭
撻
を
切
に
お
願
い
し
ま
す
。
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平成17年第９回村議会定例会
　12月の村議会定例会が13日から15日までの３日間の日程で開かれました。内容について
は次のとおりです。
議　案
・議案第61号　平成17年度相良村一般会計補正予算（第７号）【原案可決】
・議案第62号　平成17年度相良村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）【原案可決】
・議案第63号　平成17年度相良村老人保健特別会計補正予算（第２号）【原案可決】
・議案第64号　平成17年度相良村簡易水道特別会計補正予算（第２号）【原案可決】
・議案第65号　平成17年度相良村農業集落排水特別会計補正予算（第２号）【原案可決】
・議案第66号　平成17年相良村介護保険特別会計補正予算（第２号）【原案可決】
・議案第67号　相良村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例の制定について

【原案可決】
・議案第68号　 ふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例

の制定について【原案可決】
・議案第69号　 相良村上四浦集落センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について【原案可決】
・議案第70号　相良村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について

【原案可決】
・議案第71号　相良村国民保護協議会条例の制定について【原案可決】
・議案第72号　相良村課設置条例の全部を改正する条例の制定について【原案可決】
・議案第73号　相良村行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について

【原案可決】
・議案第74号　相良村教育委員委員の選任同意について【原案同意】
・議案第75号　相良村教育委員委員の選任同意について【原案同意】
・議案第76号　監査委員の選任について【原案同意】
・請願第１号　排水路の設置についての請願書【継続審査】
・要望第１号　相良村役場庁舎へのエレベーター設置に関する要望書【継続審査】

一般質問
○村税の滞納及び収納状況について
○防犯灯について
○相良村の少子高齢化対策について
○相良村の村おこしについて
○今後の相良村における農業の将来について
○滞納村税の収納について
○生涯学習センターの施設運営改革について
○下校の安全についての取り組みについて
○福祉行政について
○道路の維持管理について
○公債費の年度別の内訳について
○公共施設の管理運営の見直しについて
○村長職務代理者の権限について
○村道平原十島線について

役場職員の人事異動
（　）内は前職

▽保健福祉課長（税務課主幹兼徴収第２係長事務取扱）
　尾方文代

▽総務課長（議会事務局長）愛甲正剛

▽税務課長兼徴収第２係長事務取扱（同課長）福田幸作

▽企画課長（環境整備課長）岩崎健治

▽議会事務局長（行政改革推進室長）吉松啓一

▽産業振興課長兼農業委員会事務局長（同課長）永井博之

▽保健福祉課主幹兼福祉係長事務取扱（同課福祉係長）
　上原昭光

▽保健福祉課主幹兼生活環境係長事務取扱
（環境整備課主幹兼同）山田博彦

▽建設課主幹兼上水道係長事務取扱
（環境整備課主幹兼同）杉野正一

▽税務課地籍係長（環境整備課地籍係長）村山竜二

▽建設課主事（環境整備課主事）佐竹竜一

▽退職（企画課長）西　幸助



　

１
月
４
日
、
総
合
体
育
館
研
修

室
に
お
い
て
、
平
成
18
年
相
良
村

成
人
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ー
ツ
や
振
袖
姿
の
新
成
人
67

名
の
う
ち
58
名
が
出
席
し
ま
し

た
。
式
典
で
は
、
村
長
よ
り
、「
今

ま
で
大
切
に
育
て
て
も
ら
っ
た
両

親
に
、
感
謝
す
る
気
持
ち
を
忘
れ

ず
に
、自
分
の
信
念
を
大
事
に
し
、

毎
日
の
生
活
を
一
日
一
日
大
事
に

し
て
く
だ
さ
い
。」
と
式
辞
が
あ

り
、
そ
の
後
、
東
千
徳
教
育
委
員

長
、
横
山
良
継
村
議
会
議
長
が
祝

辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
年
は
、
昨
年
秋
の
叙
勲
を
受

賞
さ
れ
た
豊
福
寅
熊
氏
の
記
念
講

話
が
あ
り
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
の

話
や
消
防
団
に
入
り
四
十
四
年

務
め
た
話
な
ど
経
験
談
を
交
え
、

新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
、「
今
日

か
ら
社
会
人
で
す
。
親
に
感
謝

し
、
心
配
を
か
け
な
い
で
、
自
分

が
守
っ
て
い
く
と
い
う
気
持
ち
を

持
っ
て
頑
張
っ
て
、
す
ば
ら
し
い

人
間
に
な
っ
て
下
さ
い
。」
と
話

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
成
人
者
へ
記
念
品
の

贈
呈
が
あ
り
、
原
口
沙
織
さ
ん
が

代
表
で
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

成
人
者
の
自
己
紹
介
並
び
に
決

意
披
露
で
は
、「
大
学
生
で
す
。

勉
強
・
部
活
に
頑
張
り
ま
す
。」「
国

家
資
格
を
取
る
た
め
勉
強
頑
張
っ

て
ま
す
。」「
自
衛
隊
で
災
害
救
助

を
体
験
し
ま
し
た
。」「
人
の
役
に

立
て
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。」「
結

婚
・
出
産
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

仕
事
と
子
育
て
頑
張
り
ま
す
。」

「
こ
の
村
が
大
好
き
で
す
！
」

「
医
療
事
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

目
指
し
ま
す
。」
な
ど
、
将
来
を

担
う
青
年
た
ち
の
と
て
も
力
強
い

　

１
月
５
日
、厳
し
い
寒
さ
の
中
、

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
、
団

長
以
下
256
名
の
団
員
が
集
結
し
、

恒
例
の
出
初
式
が
、
挙
行
さ
れ
ま

し
た
。

　

成
績
及
び
被
表
彰
者
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
敬
称
略
）

◆
通
常
点
検
の
部

　

優　

勝　

第
８
分
団

　

第
２
位　

第
７
分
団

　

第
３
位　

第
２
分
団

◆
操
法
競
技
の
部

　

優　

勝　

第
２
分
団
１
部

　

第
２
位　

第
３
分
団
１
部

　

第
３
位　

第
４
分
団
３
部

◆
放
水
競
技
の
部

　

優　

勝　

第
７
分
団
３
部

　

第
２
位　

第
４
分
団
１
部

　

第
３
位　

第
５
分
団
１
部

◆
熊
本
県
消
防
協
会
長
表
彰（
勤
績
章
）

【
勤
続
20
年
】

　

中
村　

裕
二
（
本
部
）

　

髙
田　

龍
成
（
第
８
分
団
３
部
）

◆
熊
本
県
消
防
協
会
長
表
彰（
勤
績
章
）

【
勤
続
15
年
】

　

瀬
音　
　

浩
（
第
１
分
団
２
部
）

　

大
土
手　

寛
（
第
１
分
団
２
部
）

　

桑
原　

純
一
（
第
２
分
団
１
部
）

　

桑
原　
　

徹
（
第
２
分
団
１
部
）

　

藤
下　

輝
樹
（
第
３
分
団
１
部
）

　

中
村　
　

明
（
第
３
分
団
２
部
）

　

中
村　

忠
利
（
第
５
分
団
２
部
）

　

稲
田　

正
輝
（
第
６
分
団
１
部
）

　

池
田　

健
一
（
第
６
分
団
１
部
）

　

荒
木　

賢
介
（
第
８
分
団
１
部
）

　

桺
瀬　

伸
二
（
第
９
分
団
１
部
）

◆
村
長
表
彰

【
勤
続
25
年
】

　

綱
木　

一
朗
（
第
７
分
団
２
部
）

　

大
塚　

昌
博
（
第
７
分
団
２
部
）

　

愛
甲　

一
雄
（
第
７
分
団
３
部
）

　

村
山　

昭
彦
（
第
７
分
団
３
部
）

　

信
國　

敏
彦
（
第
９
分
団
１
部
）

【
勤
続
20
年
】

　

恒
松　

隆
生
（
本
部
）

　

黒
木　

正
照
（
本
部
）

　

橋
口　

伸
也
（
第
１
分
団
３
部
）

　

宮
坂　

英
二
（
第
１
分
団
３
部
）

　

磯
部　

孝
美
（
第
６
分
団
１
部
）

　

中
村　

正
則
（
第
７
分
団
１
部
）

【
勤
続
15
年
】

　

平
田　

正
浩
（
第
１
分
団
２
部
）

　

豊
永　

伸
二
（
第
２
分
団
１
部
）

　

桑
原　

智
博
（
第
２
分
団
１
部
）

　

先
田　

文
隆
（
第
２
分
団
１
部
）

　

竹
崎　

和
博
（
第
２
分
団
２
部
）

　

岩
田　

明
博
（
第
２
分
団
２
部
）

　

山
下　

哲
也
（
第
２
分
団
２
部
）

　

川
邊　

俊
二
（
第
３
分
団
１
部
）

　

新
堀　

精
也
（
第
４
分
団
３
部
）

　

福
田　

新
作
（
第
６
分
団
１
部
）

　

松
本　

繁
美
（
第
８
分
団
２
部
）

【
勤
続
10
年
】

　

綱
木　

哲
郎
（
本
部
）

　

上
村　

善
照
（
第
１
分
団
１
部
）

　

上
村　
　

淳
（
第
１
分
団
１
部
）

　

平
田　

広
秋
（
第
１
分
団
２
部
）

　

西
小
路
真
也
（
第
１
分
団
２
部
）

　

池
田
真
一
郎
（
第
３
分
団
１
部
）

　

白
砂　

良
介
（
第
４
分
団
１
部
）

　

池
田　

祐
一
（
第
４
分
団
１
部
）

　

加
登
住　

隆
（
第
４
分
団
１
部
）

　

白
砂　

昌
一
（
第
4
分
団
3
部
）

　

緒
方　

秀
和
（
第
４
分
団
３
部
）

　

岡
村　

義
人
（
第
５
分
団
１
部
）

　

宮
田
真
一
郎
（
第
５
分
団
２
部
）

　

田
畠　

英
樹
（
第
７
分
団
２
部
）

　

小
田　

勝
博
（
第
９
分
団
１
部
）

◆
優
良
団
員
表
彰

　

岩
本
慎
之
介
（
第
１
分
団
１
部
）

　

東　

秀
二
郎
（
第
１
分
団
２
部
）

　

髙
岡　
　

亮
（
第
１
分
団
３
部
）

　

先
田　

文
隆
（
第
２
分
団
１
部
）

　

岩
田　

明
博
（
第
２
分
団
２
部
）

　

山
口　

哲
也
（
第
３
分
団
１
部
）

　

中
村　
　

明
（
第
３
分
団
２
部
）

　

永
田　

聖
史
（
第
４
分
団
１
部
）

　

立
山　

誠
治
（
第
４
分
団
２
部
）

　

山
内　

正
和
（
第
４
分
団
３
部
）

　

荒
川　

真
也
（
第
５
分
団
１
部
）

　

西　
　

政
哉
（
第
５
分
団
２
部
）

　

岩
見　

晴
雄
（
第
６
分
団
１
部
）

　

岡
村　

勇
一
（
第
７
分
団
２
部
）

　

髙
岡　

行
利
（
第
７
分
団
３
部
）

　

赤
池　

雅
弘
（
第
８
分
団
３
部
）

　

山
井　

博
幸
（
第
９
分
団
１
部
）

決
意
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、成
人
者
を
代
表
し
て
、

中
村
友
和
さ
ん
が
、「
こ
れ
か
ら

は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚

と
責
任
を
も
っ
て
行
動
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
合
併
50
周
年
と
い
う

記
念
す
べ
き
年
に
成
人
を
迎
え
た

こ
と
は
大
き
な
誇
り
で
す
。
今
ま

で
私
達
を
育
て
て
い
た
だ
い
た
両

親
や
温
か
く
見
守
り
、
教
え
導
い

て
い
た
だ
い
た
皆
様
方
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。」
と
謝
辞
を

述
べ
、
廣
末
佳
将
さ
ん
が
、
交
通

安
全
宣
言
を
朗
読
し
、
田
口
道
夫

収
入
役
の
万
歳
三
唱
で
閉
会
し
ま

し
た
。

代表で謝辞を述べる中村友和さん

自己紹介・決意披露で笑顔がいっぱい

成
人
式

　

開
会
式
で
は
、「
昨
年
は
国
内

に
限
ら
ず
多
く
の
災
害
が
発
生
し

た
１
年
で
し
た
。
本
村
で
は
、
台

風
14
号
で
の
40
年
ぶ
り
と
な
る
出

水
で
、
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
が
、
水
防
活
動
等
に
よ
り
人

的
被
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と

に
感
謝
と
敬
意
を
表
し
ま
す
。
そ

の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
水
防
功
労

者
と
し
て
、
九
州
地
方
整
備
局
長

表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た
。
消
防
団

に
は
あ
ら
ゆ
る
災
害
か
ら
村
民
の

尊
い
生
命
、
身
体
、
財
産
を
守
る

重
要
な
任
務
が
あ
り
ま
す
。
消
防

の
使
命
を
再
認
識
し
、
あ
ら
ゆ
る

災
害
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
訓
練

を
行
い
、
消
防
精
神
の
志
気
高
揚

を
図
り
予
防
消
防
に
一
致
団
結

し
、
付
託
に
応
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。」
と
豊
永
守
伸
消
防
団

長
の
訓
示
が
あ
り
ま
し
た
。

　

開
会
式
終
了
後
、
幼
年
消
防
ク

ラ
ブ
の
通
常
点
検
が
披
露
さ
れ
、

引
き
続
き
消
防
団
に
よ
る
通
常
点

検
・
操
法
競
技
・
放
水
競
技
が
行

新
春
恒
例

通常点検で優勝した第 8分団寒さに体を震わせる幼年消防クラブの子どもたち

わ
れ
、
日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果
が

披
露
さ
れ
ま
し
た
。

消防出初式

67
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慣れた手つきで、あっという間に出来上がりました。

健
闘
!　

総
合
７
位　
球
磨
一
周
市
町
村
対
抗
熊
日
駅
伝
大
会

　

12
月
18
日
（
日
）
に
球
磨
郡

人
吉
市
一
周
コ
ー
ス
須
恵
小
学

校
を
ス
タ
ー
ト
・
ゴ
ー
ル
と
す

ゴールする一村さん

る
第
53
回
球
磨
一
周
市
町
村
対

抗
熊
日
駅
伝
大
会
が
開
か
れ
、

本
村
か
ら
も
１
チ
ー
ム
が
出
場

し
ま
し
た
。

　

区
間
一
位
の
杉
枝
選
手
を
は

じ
め
と
す
る
選
手
た
ち
は
、
村

民
の
皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
声

援
を
受
け
、
平
成
10
年
以
来
の

総
合
７
位
と
い
う
す
ば
ら
し
い

走
り
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

監
督
と
８
区
間
を
力
走
し
た

選
手
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
敬

称
略
）

監
督　

山
之
内
信
利

一
区　

宮
原　

渉　
（
上
園
）

二
区　

杉
枝
真
二　
（
十
島
）

三
区　

深
水
信
哉　
（
松
葉
）

四
区　

横
溝
竜
也　
（
並
木
野
）

五
区　

濵
崎
明
彦　
（
新
村
）

六
区　

竹
松
宏
文　
（
松
馬
場
）

七
区　

福
山
誠
司　
（
永
江
）

八
区　

一
村
多
美
代　
（
並
木
野
）

中
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

熊
本
選
抜
チ
ー
ム
ベ
ス
ト
８

　

第
19
回
全
国
都
道
府
県
対
抗

中
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
12

月
26
日
大
阪
府
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

熊
本
県
の
選
抜
チ
ー
ム
に
本

村
か
ら
は
愛
甲
敬
太
さ
ん
・
岡

﨑
翔
さ
ん
（
広
報
さ
が
ら
12
月

号
で
紹
介
）が
出
場
し
ま
し
た
。

　

結
果
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。

１
回
戦　
　

熊
本
２
‐
０
群
馬

２
回
戦　
　

熊
本
２
‐
１
宮
城

準
々
決
勝　

長
野
２
‐
０
熊
本

第
２
回
「
人
権
集
会
」
及
び
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
教
育
講
演
会
」

　

12
月
９
日
、
総
合
体
育
館
研

修
室
で
、講
師
に
熊
本
放
送（
Ｒ

Ｋ
Ｋ
）
テ
レ
ビ
制
作
局
次
長
の

講演会の様子

村
上
雅
通
さ
ん
を
迎
え
、「
水

俣
病
と
わ
た
し
」
と
題
し
、
相

良
中
学
校
人
権
講
演
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

村
上
さ
ん
は
、
郷
里
水
俣
で

発
生
し
た
未
曾
有
の
メ
チ
ル
水

銀
禍̶

水
俣
病
事
件
を
生
涯
の

テ
ー
マ
と
し
て
、
丹
念
な
取
材

で
追
及
し
、
こ
れ
ま
で
『
水
俣

病 

空
白
の
病
像
』
な
ど
優
れ

た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を

仕
上
げ
、
発
信
さ
れ
て
き
ま
し

た
。

　

講
演
の
中
で
「
私
は
水
俣
に
生

ま
れ
育
ち
、
無
意
識
に
水
俣
病
を

避
け
て
生
き
て
き
た
。
し
か
し
、

水
俣
病
の
語
り
部　

杉
本
栄
子
さ

ん
に
出
会
っ
て
、
水
俣
病
に
向
き

合
っ
て
こ
な
か
っ
た
自
分
が
人
間

と
し
て
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
物
事

は
見
よ
う
と
す
れ
ば
見
え
る
。
自

分
自
身
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に

も
番
組
を
作
り
続
け
て
い
き
た

い
。」
と
熱
意
あ
る
言
葉
は
、
中

学
生
た
ち
の
胸
に
深
く
届
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ひ
と
り
暮
ら
し
の
餅
つ
き
会

　

社
会
福
祉
協
議
会
の
協
力
に

よ
り
12
月
28
日
（
水
）
川
辺
構

造
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
恒

例
と
な
っ
た
餅
つ
き
会
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

　

本
村
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高

齢
者
は
約
120
人
で
、
当
日
は
約

30
人
と
民
生
委
員
約
10
名
が
参

加
し
て
行
わ
れ
、
男
性
が
杵
で

餅
を
つ
き
、
女
性
が
も
ち
を
丸

め
る
作
業
を
分
担
し
、
終
始
笑

顔
で
餅
つ
き
会
を
楽
し
み
ま
し

た
。

　

出
来
上
が
っ
た
餅
は
参
加
で

き
な
か
っ
た
、
ひ
と
り
暮
ら
し

の
人
へ
も
配
ら
れ
ま
し
た
。

息もぴったり！
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保健福祉課（直通）

　35－1032
国保係　内線25
保健係　内線26　　　　
福祉係　内線24・28まで

お問い合わせは

新
成
人
の
皆
さ
ん
、
国
民
年
金

の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
は
、
国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
す
る
公
的
年
金
制
度

で
す
。
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す

る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
営
業
者
、
学
生
な
ど
は
「
第

一
号
被
保
険
者
」
に
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
、
公
務
員
は
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
す
る
と
同
時
に

「
第
二
号
被
保
険
者
」
に
、
第
二

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

【２月の小児科在宅当番医】
○　5日　堤病院附属九日町診療所（22－2251）
○11日　公立多良木病院（42－2560）
○12日　増田クリニック（22-3570）
○19日　たかはし小児科内科医院 (24-2222)
○ 26日　やまむら医院（45－0005）
※受診される場合には、医療機関へ連絡してください。

配
偶
者
は
「
第
三
号
被
保
険
者
」

に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金

は
、
や
が
て
必
ず
訪
れ
る
長
い
老

後
の
収
入
を
国
が
約
束
し
て
く
れ

る
年
金
制
度
で
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
は
、
老
後
の

所
得
保
障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気

や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

や
、
18
歳
未
満
の
子
ど
も
を
残
し

て
父
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど

に
も
年
金
を
支
給
し
て
、
思
い
が

け
な
い
人
生
の「
万
一
」も
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。

　

加
入
手
続
き
は
、
第
一
号
被
保

険
者
は
市
区
町
村
役
場
で
、
第
三

号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の
勤
務
先

な
ど
を
経
由
し
て
行
い
ま
す
。
第

二
号
被
保
険
者
は
厚
生
年
金
保
険

な
ど
の
加
入
手
続
き
に
合
わ
せ
て

行
う
の
で
、
個
別
の
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
方

は
、
20
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に

加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、学
生
で
あ
る
場
合
な
ど
、

収
入
が
少
な
い
た
め
に
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
で
き
な
い
場
合

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
・
免
除
と
な
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。（「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」「
保
険

料
免
除
（
半
額
・
全

額
）
制
度
」）。
こ
の

申
請
を
行
わ
な
い
ま

ま
、
国
民
年
金
保
険

料
が
未
納
と
な
っ
て

い
る
と
、
万
一
の
と

き
に
障
害
年
金
が
受

け
取
れ
な
い
な
ど
思

わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

手
続
き
の
お
問
合

せ
は
、
最
寄
り
の
社

会
保
険
事
務
所
、
役

場
保
健
福
祉
課
国
保

係
へ
。

水俣病対策として保健手帳の
申請を受け付けています

　保健手帳とは病院などでこの保健手帳を提示す
ると、医療費などの自己負担が軽減されます。
・どんな人が申請できますか
　水俣病発生当時、水俣湾またはその周辺で捕れ
た魚を食べ、一定の症状がある方です。
・手帳を持つとどうなるのですか
　次の費用について、国・県が負担します。
　①医療費（自己負担分）の全額　
　②はり・きゅう施術費および温泉療養費の一部
・手続きはどうすればいいのですか
　◆ 申請書に次の書類を添付し、県へ申請してく
ださい。

　　①住民票の写し
　　②戸籍の附票または以前の戸籍の附票
　　③魚介類摂取等申立書
　　④検査所見書
　◆ 申請書は、県庁担当課、各地域振興局、市役
所・町村役場の窓口にあります。また、熊本
県ホームページにも掲載しています。

◎ 対象となる症状などについては、一定の要件が
定められています。詳しくは下記までお問合せ
ください。

【お問合せ先】熊本県水俣病対策課　保健企画班
　　☎　０９６‐３３３‐２２８４
　ＦＡＸ０９６‐３８２‐３２９６
　電子メール
　minamatataisaku@pref.kumamoto.lg.jp

「第３回環境＆福祉ビジネスフェア
in kumamoto」を開催します！
【日時】平成 18 年 2 月 10 日（金）～
　　　 平成 18 年 2 月 12 日（日）
【場所】グランメッセ熊本
【目的】環境・福祉・ＵＤ関連産業の振興
　環境や福祉、ＵＤ関連製品の展示のほか、介
護保険の講演会や電気自動車の試乗会なども
行います。また、ＵＤファッションショーを
はじめとする楽しいイベントも盛りだくさん。
　環境・福祉・ＵＤ関連製品を身近に感じる
ことができますので、ぜひご来場ください。
【問合せ先】県庁産業支援課
☎０９６‐３３３‐２３２１　ＦＡＸ０９６‐３８４‐５３８５
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平
成
17
年
分
の
所
得
申
告
に
係

る
納
税
相
談
を
下
記
日
程
表
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。日
程
に
従
い
、

必
ず
申
告
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
か
ら
電
算
機
器
で

の
申
告
受
付
と
な
る
為
、
四
浦
地

区
に
つ
き
ま
し
て
は
電
圧
の
関
係

上
、
申
告
会
場
が
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
（
旧
北
中
校
舎
）
に
変
更
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
納
税
相
談
に
持
っ
て
く
る
も
の

⑴
印
鑑
（
所
得
税
の
納
付
又
は
還

付
の
あ
る
方
は
通
帳
・
通
帳
印
）

⑵
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
社
会
保

険
等
の
保
険
証

⑶
給
与
所
得
及
び
雑
所
得
（
年
金

等
）
の
あ
る
方
は
源
泉
徴
収
票

⑷
農
業
所
得
・
営
業
所
得
・
譲
渡

所
得
等
の
あ
る
方
は
伝
票
や
領
収

書⑸
社
会
保
険
料
控
除
（
国
民
健
康

保
険
税
・
国
民
年
金
等
）、
生
命

保
険
料
控
除
（
火
災
保
険･

個
人

年
金
掛
金
等
）
な
ど
の
証
明
書
又

は
領
収
書

⑹
そ
の
他
必
要
書
類

平成17年分の所得申告に係る納税相談日程表
期　日 割当時間及び割当地区

申告会場
月 日 曜 午前9：00～ 12：00 午後１：00～４：00

２

14 火 山手、夜狩尾、牛駄場、椎葉 中原、深水、山口 生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

15 水 大谷、小野、袴谷、萩 田代、瀬馳、舟渡

16 木 上初神 下初神、中尾、平、小柏

17 金 晴山 上下坂、平川

20 月 小森、廻 立目

畜　

産　

研　

修　

セ　

ン　

タ　

ー

21 火 馬場、高尾野 宮本

22 水 上松馬場、中松馬場 下松馬場

23 木 上園区１班 上園区２班

24 金 予備日 予備日

27 月 永江区１班・２班 永江区３班

28 火 朝迫 実

３

１ 水 棚葉瀬、新村、堀内、植竹 前田、境田

２ 木 山本、松葉区２班 松葉区３班・４班、平

３ 金 予備日 予備日

６ 月 平原、舟場、蓑毛、三石 永谷区１班～３班 ､八ツ田 ､上原

７ 火 新村東 新村西

８ 水 西村、陣ノ内 十島区２班・３班

９ 木 井沢東 井沢西

10 金 並木野区１班・２班 並木野区３班・４班

13 月 予備日 予備日

※誠に申し訳ありませんが、昼食時間（正午～１時）の納税相談はご遠慮ください。

税務課からのお知らせ

平
成
17
年
分
の
所
得
申
告
に
係
る
納
税
相
談
日
程
の
お
知
ら
せ

【問合せ先】役場税務課 ☎ 35 - 1031
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　平成 15 年度の税制改正により、平成 15 年分の課税売上高（収入金）が、一千万円を超
えている方につきましては、平成 17 年分の消費税の課税事業者となります。該当される
方につきましては、すでに税務署のほうへ消費税課税事業者届出書を提出されておられる
と思いますが、その申告を村役場でも受け付けますので、該当される方は、所得税申告時
の収支内訳書や、帳簿、請求書、仕入れの際の経
費が分かる書類等、必要と思われる書類を持参し
てください。
　また、申告の日時ですが、住民税及び所得税の
申告日時と重なると、大変な混雑が予想されます
ので、平成18年３月14日（火）及び15日（水）
に行います。
　詳しくは役場税務課にお尋ねください。

平成 17 年分消費税申告にかかる納税相談について

◆持参書類等
　⑴　送付された申告書（送付がない方は会場にて交付します）
　⑵　筆記具（ボールペン）・計算用具
　⑶　平成 17 年分公的年金等の源泉徴収票
　⑷　国民年金・健康保険料（税）・生命保険料・損害保険料等の支払証明書等
　⑸　申告される方の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの
　⑹　当日申告書を提出される方は印鑑をお持ちください。
◆説明会は、ご自身の都合に合わせて各説明会場においでいただいて結構です。
＊わかりにくい点は、人吉税務署個人課税第１部門にお尋ねください。
　☎２３－２３１３

年金受給者に対する確定申告書作成説明会のご案内

開催日時及び場所
開 催 日 説 明 会 場

１月30日（月） 湯前町農村環境改善センター

１月31日（火） 多良木町多目的研修センター研修室２階

２月 １日（水） あさぎり町ポッポー館

２月 ２日（木） 錦町役場３階会議室

２月 ３日（金）
　　 ７日（火）
　　 ８日（水）

人吉カルチャーパレス　第２会議室

時　間／午前の部　午前９時30分から
　　　　午後の部　午後１時30分から

税務課からのお知らせ
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ホ
ー
ル　

☎
２
２
‐
４
３
１
６

【
相
談
内
容
】
相
続
登
記
、
そ
の

他
登
記
全
般
、裁
判
所
へ
の
訴
訟
、

多
重
債
務
問
題
等

【
問
合
せ
先
】
人
吉
市
土
手
町
37

番
地　

☎
２
４
‐
３
２
５
３

司
法
書
士　

山
口
耕
一

＊
相
談
は
、
す
べ
て
無
料
で
、
秘

密
は
固
く
守
り
ま
す
。

球
磨
養
護
学
校
高
等
部

作
業
製
品
販
売
会
の
開
催

　

本
校
高
等
部
生
徒
が
、
将
来
の

よ
り
自
立
し
た
生
活
を
目
指
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
作
業
学
習
製
品

の
販
売
で
す
。
生
徒
一
人
一
人
が

そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
精
一
杯
発
揮
し

て
、作
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

多
く
の
方
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

【
日
時
】平
成
18
年
２
月
12
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

【
場
所
】錦
町
サ
ン
ロ
ー
ド
シ
テ
ィ

【
販
売
作
業
製
品
】

窯
業
班
…
窯
業
製
品
（
茶
碗
・
湯

の
み
、
皿
な
ど
）

納
園
芸
班
…
花
苗
、
寄
せ
鉢
（
パ

ン
ジ
ー
、ビ
オ
ラ
、デ
ー
ジ
ー
な
ど
）

工
芸
班
…
フ
ェ
ル
ト
製
品
（
バ
ッ

グ
な
ど
）

【
問
合
せ
先
】
球
磨
養
護
学
校

☎
４
２
‐
３
７
９
２

（
担
当　

宮
澤
・
津
留
）

　

な
お
、
継
続
雇
用
制
度
に
つ
い

て
は
、
原
則
は
希
望
者
全
員
を
対

象
と
す
る
制
度
と
な
る
こ
と
を
求

め
て
い
ま
す
が
、
労
使
協
定
に
よ

り
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な

る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準（
注
３
）

を
定
め
、
制
度
を
導
入
し
た
と
き

は
、
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

（
注
１
）
こ
の
年
齢
は
、年
金
（
定

額
部
分
）
の
支
給
開
始
引
上
げ
年

齢
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
あ
わ
せ
、
平

成
25
年
４
月
１
日
ま
で
に
段
階
的

に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

Ⅰ　

平
成
18
年
４
月
１
日
〜
平
成

19
年
３
月
31
日
ま
で
（
62
歳
）

Ⅱ　

平
成
19
年
４
月
１
日
〜
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
（
63
歳
）

Ⅲ　

平
成
22
年
４
月
１
日
〜
平
成

25
年
３
月
31
日
ま
で
（
64
歳
）

Ⅳ　

平
成
25
年
４
月
１
日
以
降

（
65
歳
）

（
注
２
）継
続
雇
用
制
度
と
は
、「
現

に
雇
用
し
て
い
る
高
年
齢
者
が
希

望
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
高
年

齢
を
そ
の
定
年
後
も
引
き
続
い
て

雇
用
す
る
制
度
」
で
す
。

（
注
３
）
事
業
主
が
労
使
協
定
を

す
る
た
め
に
努
力
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
当
面
、
大
企
業
に
つ
い
て
は

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
、
中
小

企
業
（
常
時
雇
用
労
働
者
数
300
人

事
業
主
の
皆
様
へ

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
、
段

階
的
に
65
歳
ま
で
の
高
齢
者
の
雇

用
確
保
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、

労
働
力
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ

る
中
で
、
我
が
国
の
経
済
社
会
の

活
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
働

く
意
欲
と
能
力
を
有
す
る
高
年
齢

者
が
そ
の
知
識
を
活
か
し
社
会
の

支
え
手
と
し
て
活
躍
し
続
け
る
こ

と
の
で
き
る
環
境
の
整
備
が
必
要

で
す
。

　

今
回
改
正
さ
れ
た
「
高
年
齢
者

雇
用
安
定
法
」
で
は
、
平
成
18
年

４
月
１
日
か
ら
、
65
歳
未
満
の
定

年
の
定
め
を
し
て
い
る
事
業
主

は
、
高
年
齢
者
の
65
歳
（
注
１
）

ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す

る
た
め
、
次
の
①
か
ら
③
の
う
ち

い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
定
年
の
引
上
げ

②
継
続
雇
用
制
度
の
導
入（
注
２
）

③
定
年
の
定
め
の
廃
止

以
下
）
は
平
成
23
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
は
、
特
例
と
し
て
、
就
業

規
則
等
に
継
続
雇
用
制
度
の
対
象

者
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準

を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球

磨　

☎
２
４
‐
８
６
０
９

平
成
18
年
度
第
１
学
期

放
送
大
学
学
生
募
集

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
（
ス
カ
イ

パ
ー
フ
ェ
ク
Ｔ
Ｖ
！
）
を
利
用
し

て
授
業
を
行
う
正
規
の
大
学
で

す
。

【
募
集
期
間
】
平
成
17
年
12
月
15

日
〜
平
成
18
年
２
月
28
日

【
教
養
学
部
】

①
全
科
履
修
生
（
４
年
以
上
在
学

し
、
学
士
を
目
指
す
学
生
）

②
選
科
履
修
生（
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

③
科
目
履
修
生
（
６
か
月
間
在
学

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

○
人
文
・
社
会
・
自
然
・
産
業

等
の
幅
広
い
分
野
の
科
目
（
約

３
０
０
科
目
）
か
ら
学
べ
ま
す
。

○
15
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も

選
科
・
科
目
履
修
生
に
入
学
で
き

ま
す
。

【
大
学
院
】

①
修
士
選
科
生（
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

②
修
士
科
目
生
（
６
か
月
間
在
学

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

○
18
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も

入
学
で
き
ま
す
。

＊
教
養
学
部
・
大
学
院
共
に
入
学

試
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
資
料
請
求
・
お
問
合
せ
先
】

放
送
大
学　

熊
本
学
習
セ
ン
タ
ー

〒
８
６
０
‐
０
０
８
２

熊
本
市
池
田
４
‐
２
２
‐
１

宗
城
大
学
内

☎
０
９
６
‐
３
５
９
‐
４
８
９
０

＊
放
送
大
学
熊
本
学
習
セ
ン
タ
ー

は
平
成
18
年
度
１
月
学
期
よ
り
熊

本
大
学
内
に
移
転
し
ま
す
。

「
相
続
登
記
は
お
す
み

で
す
か
月
間
」

無
料
相
談
所
開
設

　

土
地
や
建
物
の
相
続
登
記
を
し

な
い
ま
ま
放
置
し
て
お
き
ま
す

と
、
相
続
関
係
者
が
増
え
る
な
ど

権
利
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

司
法
書
士
会
で
は
、２
月
を「
相

続
登
記
は
お
す
み
で
す
か
月
間
」

と
し
、
無
料
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
日
時
】平
成
18
年
２
月
18
日（
土
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

【
場
所
】
人
吉
市
九
日
町
87
番
地

イ
ス
ミ
本
店　

地
下
イ
ベ
ン
ト
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悪質商法に注意‼

【問合せ先】熊本県消費生活センター　☎０９６－３５４－４８３５　役場総務課　☎３５－０２１１（代）

架空請求とは？
　出会い系サイトの利用料や何らかの未納料金などの名目
で、全く根拠がないのに、支払義務のない人にお金の支払
いを請求するものです。ハガキや封筒、電子メールなどで
送りつけ、請求を受けた人を不安にさせて、お金を支払わ
せようとするものです。債権回収業者、弁護士事務所、あ
るいは公的機関のような名前をかたったものもあります。

架空請求には絶対に応じない‼３

熊本県最低賃金
最低賃金額（円） 効力発生の日

時間額 ６０９ 平成17年10月１日
産業別最低賃金 最低賃金額（円） 効力発生の日

紡績業、ねん糸製造業、織物業、靴下製造業
日　額 ５，１７６

平成12年12月25日
時間額 ６４７

電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業
時間額

６７１ 平成17年12月20日
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 ７１８ 平成17年12月20日
百貨店、総合スーパー ６７８ 平成17年12月20日
注１　最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
注２　時間額は、時間給制の労働者に、日額は、時間給制以外の労働者にそれぞれ適用されます。
注３　 最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当や結婚手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。
＊ 詳細については、熊本労働局賃金室（０９６－３５５－３２０２）または最寄の労働基準監督署にお問合せください。
　24時間テレホンサービス（０９６－３５５－３１９９）でも最低賃金をお知らせしていますのでご利用ください。

あっそうだ！今年の最賃いくらかな？ 熊本県の最低賃金

総合消費料金未納分訴訟最終通達書
管理番号　（ほ）３４０８６４８－７２号

この度、ご通知致しましたのは、貴方の未納されました
総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から
民事訴訟として、訴状の提出をされました事をご通知致
します。以降、下に設けられた裁判取り下げ最終期日を
経て訴訟を開始させて頂きます。このままご連絡なき場
合には原告側の主張が全面的に受理され裁判後の措置と
して給料差し押さえ及び、動産物、不動産差し押さえを
執行官の立ち会いのもと強制的に履行させて頂きますの
で裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂
きますようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通
郵送させて頂きますので、ご了承下さい。
訴訟問題及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては
当局にて賜っておりますので管理課職員までお問い合わ
せ下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー
保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し
上げます。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。

※裁判取り下げ最終期日　平成○年○月○日
０１２０- １７１- ４５２（管理課）

電話受付時間　９：００～ 17：００　休日（土・日・祝日）
〒 100-0005
東京都千代田区丸の内２丁目５番地 12 号

財務局認可法人　日本財務管理事務局

はじめて届いたのに、最終通達書とはおか
しな話です。最近、増えてきている架空請
求ハガキです。無視してください。

個別の番号のようですが、すべて同一番号
です。

利用会社等が全く特定されていません。消
費者の不安をあおり、連絡させることがね
らいです。

単なる脅し文句です。裁判になれば、まず
裁判所から訴訟が起こされたこと、異議の
有無等についての通知がきます。

不正に入手した個人情報により、ハガキを
出しているのにプライバシー保護など厚か
ましい話です。連絡をさせるための脅しで
す。電話をかけることは新たな架空請求を
受ける危険性が増すと考えてください。

ハガキの到達から短い日付を用い、不安を
あおり消費者を混乱させるのがねらいです。

その他に、
法務局認定法人　新生プランニング
法務監査法人　国際消費者管理連盟など

・無視して絶対に連絡をとらない
・絶対に支払わない
・個人情報は絶対に教えない
・脅されて不安な場合は、警察に相談すること

対
処
法

架空請求のハガキの例
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　相良村では、向学心に富み、有能な素質を有する学
生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難な
者に対し奨学資金を貸与しています。

１．対象者
　　⑴ その者が一にする生計の主たる維持者が、相良

村内に居住していること。
　　⑵心身が健全で、学力が優れていること。
　　⑶学資の支弁が困難であること。
　　⑷ 独立行政法人日本学生支援機構その他教育委員

会規則で定められている法人から、現にそれぞ
れの育英資金などの貸与に相当する学資の貸与
を受けていない者であること。

　　⑸ 貸与した奨学資金の返還が確実であると認めら
れること。

２．資金の種類及び貸与金額

３．貸与条件　
　　⑴貸与利率／無利子
　　⑵ 返済期間／大学等卒業の日、専門課程の終了の

日から１年を経過した日の属する月の翌月から
貸与期間に２を乗じた期間

　　　例 ４年大学で４年間貸与した場合…４年×２＝
８年間で返還

　　⑶返済方法／年賦、半年賦又は月賦
４．申込方法　
　　⑴ 申込書の受付は、平成 18 年３月 10 日から３月

31 日までとします。
　　⑵ 申請書類は、平成 18 年２月 10 日から教育委員

会で交付しています。
５．貸与決定
　　⑴ 奨学生（貸与）の決定は、奨学生選考委員会に

諮り、平成 18 年４月 20 日頃までに決定する予
定です。

戦
没
者
等
の
妻
の
方
へ

̶
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

給
付
金
の
請
求
は
お
済
で
す
か̶

◆
平
成
15
年
４
月
１
日
現
在
、
次

の
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る

戦
没
者
等
の
妻
に
特
別
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

・
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
・

特
別
扶
助
料

・
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
・
遺
族
給
与

金
（
公
務
傷
病
又
は
勤
務
関
連
傷

病
に
よ
る
死
亡
を
支
給
事
由
と
す

る
も
の
）

・
旧
令
共
済
組
合
特
別
措
置
法
の

殉
職
年
金　

等

◆
請
求
期
限
は
、
平
成
18
年
３
月

31
日
ま
で
で
す
。

　

こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
、
時
効
に

よ
り
権
利
が
消
滅
し
、
特
別
給
付

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
請
求
忘
れ
の
な
い

よ
う
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
請
求
手
続
き
な
ど
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、
役
場
保
健
福
祉
課

福
祉
係
又
は
熊
本
県
の
援
護
担

当
課
（
☎
０
９
６
‐
３
８
３
‐

１
１
１
１
内
線
７
０
４
９
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
父
母
・
祖
父
母
の
方
へ

̶

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

給
付
金
の
請
求
は
お
済
で
す
か̶

◆
次
の
要
件
を
満
た
す
戦
没
者
の

父
母
・
祖
父
母
に
特
別
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

⑴
平
成
15
年
４
月
１
日
現
在
、
次

の
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る

こ
と
。

・
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
・

特
例
扶
助
料

・
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
・
遺
族
給
与

金
（
公
務
傷
病
又
は
勤
務
関
連
傷

病
に
よ
る
死
亡
を
支
給
事
由
と
す

る
も
の
）

・
旧
令
共
済
組
合
特
別
措
置
法
の

殉
職
年
金　

等

⑵
戦
没
者
死
亡
後
か
ら
平
成
15
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
氏
を
同
じ

く
す
る
子
又
は
孫
（
自
然
血
族
）

を
有
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

◆
請
求
期
限
は
、
平
成
18
年
３
月

31
日
ま
で
で
す
。

　

こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
、
時
効
に

よ
り
権
利
が
消
滅
し
、
特
別
給
付

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
請
求
忘
れ
の
な

い
よ
う
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
請
求
手
続
き
な
ど
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、
役
場
保
健
福
祉
課

福
祉
係
又
は
、
熊
本
県
の
援
護
担

当
課
（
☎
０
９
６
‐
３
８
３
‐

１
１
１
１
内
線
７
０
４
９
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

相良村奨学資金貸与の案内

種類 一般貸与 入学支度金貸与

区
分

大学又は専門課程に在学する者
（高等専門学校の第４学年以上
の学年に在学するものを含む）

高等学校に在学する者（高等専門
学校の第１学年から第３学年まで
に在学する者を含む）、中等教育
学校の後期課程に在学する者

私立の高等専門学校又は私立
の高等学校及び中等教育学校
の後期課程に入学した者

貸
与
金
額

国立及び公立
月額

30 , 000円
国立及び公立

月額
15 , 000円 一時金

50 , 000円
私　立

月額
40 , 000円

私　立
月額

20 , 000円



15

２月の行事予定　※変更になる場合もあります。

日 月 火 水 木 金 土
１／ 29 １／ 30 １／ 31 １ ２ ３ ４

◆社会保険出張
相談（受付9:00～
11:30,13:00～14:30）
多良木町役場

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦町
総合福祉センター

 ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
◆母子健康手帳
交付・母親学級
（受付9:20～9:20
役場１階保健室）
～11:00まで

◆椿の会（午後
2:00～3:00）吉田病
院

◆1歳6ヶ月児健診
（H16.5～8月生）（受付
13:20～13:30）総合体
育館1階研修室
◆院内断酒会（午
後2:00～3:30）光
生病院

◆あすなろ会（午後
7:00 ～ 8:00）多良
木町保健センター

◆心の健康相談
（受付14:00～事前
予約）人吉保健所
◆フレンド会（11：00
～）人吉保健所 建国記念の日

●家族の日  ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日

12 13 14 15 16 17 18
◆第32回郡市対
抗熊日駅伝大会
（本渡市～熊本市）

◆3ヶ月児健診・Ｂ
ＣＧ接種（H17.10.6～
11.5生）（受付13:20～
13:30）山江村会場
◆社会保険出張相談
（受付9:00～11:30，13:00
～14:30）人吉総合病院

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦
町総合福祉セン
ター　　　　　　
◆院内断酒会（午
後7:00～８:00）吉
田病院

 ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日 ●地域子育ての日

19 20 21 22 23 24 25
◆母子健康手帳
交付・母親学級
（受付9:00～9:20
役場１階保健室）
～11:00まで

◆椿の会（午後
2:00～3:00）吉田病
院

◆児童相談所事
後指導（午前10：
00～）人吉保健所

◆あすなろ会（午後
7: 00～8 : 00）多良
木町保健センター

◆心の健康相談
（受付14:00～事前
予約）人吉保健所

◆断酒友の会（午後
7:00～9:00）錦町総
合福祉センター

  ●総合体育館
　ふるさと館休館日
●地域パトロー
ルの日

●読書の日

26 27 28
◆断酒教室（午後
１:30～）人吉保健
所

 ●総合体育館
　ふるさと館休館日

２月は国民健康保険税第10期及び
固定資産税第４期の納期月です。
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（12 月末現在）　　

世帯数　１,６９７世帯（７）

男　性　２,６３９人　（０）

女　性　２,９６６人　（２）

合　計　５,６０５人　（２）

（　）内は、先月末との差

香
典
返
し
（
12
月
分
）

（
相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ
）

（
敬
称
略
）

　
（
寄
付
者
）　　
　
（
区
名
）

宮
原　

清
人
（
井
沢
）

笹
渕　

慶
志
（
上
園
）

廣
田　

カ
ツ
（
永
江
）

西　
　

孝
之
（
上
川
上
）

髙
田
チ
ヨ
子
（
新
村
）

松
﨑　

優
二
（
中
四
浦
）

相良村の人口と世帯
編
集
後
記

陶芸家・池田和弘さんの陶芸作品とあい
花工房（柳瀬）の山野草展です。池田
さんの作品は茶碗や壺などの生活用品
だけではなく、表情豊かな人形や愛嬌の
ある動物作品がみどころです。また、会
場には野山に人知れず咲く可憐な姿の
山野草が並び、山野草の魅力を知る絶
好の機会です。ぜひ、ご観覧ください。

相良村の陶芸と山野草展

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
新
年
を
迎
え
お
め
で
た

い
は
ず
な
の
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
悩

み
が
…
。
そ
れ
は
、
年
末
か
ら
年
始

に
か
け
て
の
連
日
連
夜
の
焼
酎
飲

み
。
毎
回
楽
し
く
飲
み
ま
し
た
が
、

お
か
げ
で
体
重
が
増
え
た
ま
ま
一
向

に
減
り
ま
せ
ん
。
楽
し
ん
だ
後
の
ツ

ケ
は
お
お
き
か
っ
た
。
ト
ホ
ホ

（
シ
ュ
ン
）

『陶芸コーナー』
うさぎを抱いた少女像は必見です。また、焼
き物の作り方がわかるように、完成品だけで
なく、①焼く前の作品、②素焼きした作品も
展示されます。

『山野草コーナー』
黄色い花のついたフキタンポポや、小さい柿
がみのるロウヤ柿などが、展示されます。

【展示場所】ふるさと館　（茶湯里となり）
【展示期間】１月18日（水）～２月26日（日）
【休 館 日】１月23・30日、
　　　　　 ２月６・13・20日

【開館時間】　午前10時～午後 4時
【観 覧 料】　無料
【お問合せ】　相良村教育委員会
　　　　　　☎３５－００９０

焼酎好きに大人気の焼酎ガメほか

左から岩オモダカ・ヤシャビシャク・ヒトツバ




